
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊３号炉）

（５３３） 

２．日 時：令和５年６月１３日  １０時００分～１１時５５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

秋本主任安全審査官、片桐主任安全審査官、平本安全審査専門職 

 

北海道電力株式会社：  

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当、他１０名 

原子力事業統括部 原子力安全推進グループ※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 １．３ 原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するための手順等（ＳＡＴ１０３ ｒ．８．０） 

（２）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）２．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

【４６条】（ＳＡ４６ ｒ．６．１） 

（３）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 比較表 １．３ 原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等（ＳＡＴ１０３－９ ｒ．

７．０） 

（４）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）比較表 ２．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めの設備【４６条】（ＳＡ４６－９ ｒ．６．１） 

（５）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（技術的能力 1.3 原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等） 

（６）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 技術的

能力 1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

（７）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第46条 



 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

（８）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 １．５ 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順等（ＳＡＴ１０５ ｒ．８．０） 

（９）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）２．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【４８

条】（ＳＡ４８ ｒ．６．１） 

（１０）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）補足説明資料 ４８条（ＳＡ４８Ｈ ｒ．６．１） 

（１１）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 比較表 １．５ 最終

ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等（ＳＡＴ１０５－９ ｒ．７．

０） 

（１２）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）比較表 ２．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備【４８条】（ＳＡ４８－９ ｒ．６．１） 

（１３）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）補足説明資料 比較表 ４８条（ＳＡ４８Ｈ－９ ｒ．２．

１） 

（１４）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（技術的能力 1.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等） 

（１５）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（第 48 条 最終ヒー

トシンクへ熱を輸送するための設備） 

（１６）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 技術

的能力 1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

（１７）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第 48

条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

（１８）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 １．８ 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための手順等（ＳＡＴ１０８ ｒ．７．０） 

（１９）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）２．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備【５１条】（ＳＡ５１ ｒ．６．１） 

（２０）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 比較表 １．８ 原子

炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等（ＳＡＴ１０８－９ 



 

ｒ．６．０） 

（２１）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）比較表 ２．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための設備【５１条】（ＳＡ５１－９ ｒ．６．１） 

（２２）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（技術的能力 1.8 原

子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等） 

（２３）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（第 51 条 原子炉格

納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

（２４）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 技術

的能力 1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

（２５）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第51

条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

（２６）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 １．９ 水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するための手順等（ＳＡＴ１０９ ｒ．７．

０） 

（２７）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）２．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備【５２条】（ＳＡ５２ ｒ．６．１） 

（２８）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 比較表 １．９ 水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等（ＳＡＴ１０

９－９ ｒ．６．０） 

（２９）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）比較表 ２．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備【５２条】（ＳＡ５２－９ ｒ．６．１） 

（３０）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（技術的能力 1.9 水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等） 

（３１）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（第 52 条 水素爆発

による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

（３２）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 技術

的能力 1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手

順等 

（３３）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第52

条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

（３４）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 １．１０ 水素爆発に



 

よる原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等（ＳＡＴ１１０ ｒ．８．

０） 

（３５）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）２．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための設備【５３条】（ＳＡ５３ ｒ．７．１） 

（３６）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）補足説明資料 ５３条（ＳＡ５３Ｈ ｒ．７．１） 

（３７）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 比較表 １．１０ 水

素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等（ＳＡＴ１１

０－９ ｒ．７．０） 

（３８）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）比較表 ２．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を

防止するための設備【５３条】（ＳＡ５３－９ ｒ．６．１） 

（３９）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）補足説明資料 比較表 ５３条（ＳＡ５３Ｈ－９ ｒ．２．

１） 

（４０）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（技術的能力 1.10 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等） 

（４１）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（第 53 条 水素爆発

による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

（４２）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 技術

的能力 1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順

等 

（４３）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第53

条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

（４４）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 １．１６ 原子炉制御

室の居住性等に関する手順等（ＳＡＴ１１６ ｒ．９．０） 

（４５）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 比較表 １．１６ 原

子炉制御室の居住性等に関する手順等（ＳＡＴ１１０－９ ｒ．７．０） 

（４６）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（技術的能力 1.16 

原子炉制御室の居住性等に関する手順等） 

（４７）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 技術

的能力 1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

 



 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 規制庁脇本ですそれでは本日の北海道電力泊発電所 3号炉のヒア

リングを開始します本日は、節Ｂ、 

0:00:14 手順関係でやっていきます。 

0:00:18 では、事業者から説明お願いします。 

0:00:24 はい。北海道電力古谷でございます。ヒアリングよろしくお願い

いたします。 

0:00:28 本日は減圧の 46 条 1.3、最終ヒートシンクの 48 条 1.5 から下部注

水の 51 条 1.8 と水素関係で 52 条 1.9、53 条 1.10 

0:00:43 それから、中央制御室関係の 1.16 ヒアリングコメントそれから、 

0:00:49 適正化した資料を準備して参りました。衛藤。まず、江藤技術的

能力の 1.3 から説明させていただきます太田から説明いたしま

す。 

0:01:04 北海道電力の織田でございます。技術的能力 1.3 についてです

が、本日は、コメント回答 1件と、喫茶内容の変更について 3件

ほどご説明させていただきます。 

0:01:16 まずコメント回答からさせていただきますので、資料 1－5のコメ

ント回答リスト。 

0:01:22 を用いて回答させていただきます。それでは資料の 1－5、コメン

ト回答リストお願いします。 

0:01:30 ページ番号は 4分の 4ページでございます。 

0:01:36 白抜となっております。ＩＤ23021704 でございます。 

0:01:44 コメント内容ですが、インターフェイスシステムロッカーにおい

て余熱除去系から漏えいを停止するために、余熱除去ポンプ入口

弁、 

0:01:55 現場での遠隔操作により閉止を行いますが、その遠隔装置につい

て、ＡＢＷＲが格納容器フィルタベント系、 

0:02:05 による減圧及び除熱の手順において、 

0:02:08 手動弁を現場にて遠隔操作するための装置を衛生設備としている

と、いうことを踏まえまして、衛生設備としてエントリーする 1

課検討し説明することと、コメントをいただいております。 

0:02:22 回答でございますけども、泊はインターフェイスシステムＬＯＣ

Ａにおいて余熱除去ポンプ入口弁を現場でするための装置につい

ては、先行プラントの審査実績を踏まえまして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:34 資機材として整理してございましたが、ＢＷＲでは、次、格納容

器フイルタベント系の減圧及び除熱の手順で使用する。 

0:02:44 遠隔手動操作設備をＳＡ設備としているということを踏まえまし

て、泊の該当措置についても設備として整備することが適切と、 

0:02:56 判断しまして、 

0:02:58 当該装置を構成する設備を設備として整理することに見直しを行

ってございます。 

0:03:06 コメント回答については以上でございます。 

0:03:09 続きまして前回のヒアリングにおいて確認のございました、記載

の適正化に関わる案件として 2件ほどご説明させ、ご説明させて

いただきます。 

0:03:20 まず 1件ですが、比較表で説明させていただきたいので比較表の 1

－3、 

0:03:28 をお願いします。比較表 1－3の 23 ページ。 

0:03:33 お願いします。 

0:03:40 比較表 1－323 ページでございますが、そういう理由欄を見ていた

だきまして黄色ハッチングかかっている箇所でございますけど

も、 

0:03:50 ここは減圧用の弁を作動させるための環境条件を整理した内容で

ございますけども、 

0:03:56 オガワが想定する格納容器圧、格納容器内の圧力を最高使用圧力

の二倍としていることに対して泊が最高使用圧力としていると。 

0:04:07 いうことについて、泊等のそういう理由記載がない状態でござい

ましたので、ＰＷＲの設計方針について宗井浦が追記してござい

ます。 

0:04:18 1 件目以上でして続きまして 2件目でございますが、 

0:04:22 図の記載内容ですので比較よりまとめ資料の方が見やすいと思い

ますので、資料の 1－1、 

0:04:29 の 83 ページ、お願いします。 

0:04:39 資料 1－1の 83 ページです。 

0:04:48 ここの 83 ページには対応手段、対象設備整備する手順書を整理し

た表がございますけども、表の右側の 2列目ですね整備する手順

書の項目のところでございますけども、 

0:05:03 ここの手順書名称の記載が、手順と、手順書と、 
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0:05:07 いう記載が混在してまして記載にばらつきがございましたので、

ここに記載する名称はすべて手順書として規制表現の統一を図っ

ております。 

0:05:18 なお一部の手順書に名称に等々、記載しているものがございます

が、これは対応手段を複数の手順書に整備している場合には代表

的な手順書名称を記載して、 

0:05:29 それ以外は等として、記載しているものでございます。 

0:05:34 続きまして最後になりますけども手順の要員数と作業時間の見直

しを行った案件でして、期、 

0:05:43 適正化リスト資料 1－6。 

0:05:46 お願いします。 

0:05:53 資料 1－6の 12 ページ、お願いします。 

0:06:02 資料 1－6の 12 ページでございますけどもナンバー46。 

0:06:07 の適正化内容でございますけども、これ自主対策の手段でござい

ますけども、 

0:06:12 カワモトオガタ送水ポンプ車による蒸気発生器への注水の手順に

ついて、災害対策要員の対応人数を 3名から 6名としておりま

す。 

0:06:22 そしてニイヅをふやして作業時間の短縮を図っております。 

0:06:27 ナンバー46 については海水を水源とする場合でして次のページの

48 番。 

0:06:34 の代替給水ピットを水源とする場合、当ナンバー50 の原水槽を水

源とする場合についても同様の見直しを行ってございます。 

0:06:43 本件以前の技術的能力 1．13 のヒアリングにて説明した内容の反

映を行ったものでございますけども、 

0:06:51 災害対策要員の要員数の変更につきましては、同じカード型送水

ポンプ車を用いる手順として、燃料取替用水ピットの補給であり

ましたり、 

0:07:01 代替補機冷却の手順もございますけども、それを手順は災害対策

要員 6名で対応するという手順でして、これらは情景発生系の注

水やあと代替炉心注水とかもありますけども、 

0:07:14 これらについてはすべて 3名から 6名と、要員数を変更しまして

要員の統一化を図ってございます。 

0:07:22 技術的能力 1.3 の説明は以上でございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:35 規制庁秋元です。それでは確認に入りたいと思います。まずはあ

れですね、今、最後にあったやつからなんですけど要員の、 

0:07:47 ところ 12 ページの資料 1－6。 

0:07:51 やつはこれは確認は会合で、これ、説明した内容の反映っていう

理解でよかったでしたっけ。 

0:08:04 北海道電力古谷でございます。会合でご説明した内容については

ですね、水源関係の補助給水ピットへの補給、それから、 

0:08:15 燃料取替用水ピットの補給、 

0:08:19 それから使用済み燃料ピットへの集水ですね 

0:08:23 同じ大型送水ポンプ車を使う手順を 6名にしましたという説明を

しました。同じ今回の変更。 

0:08:34 ご説明したところも、同じ送水ポンプ車を使用している手順です

ので、 

0:08:39 要員数の人数も、当市会合でご説明した 

0:08:47 補給関係の手順と同じようにですね、 

0:08:49 3 名から 6名に変更して時間を短縮短縮したというものですので、

直接的にその会合でご説明した内容では、 

0:09:00 ございません。 

0:09:03 規制庁アキモトです。 

0:09:05 多分、次の会合、 

0:09:08 ノー。 

0:09:09 土岐新居、何か主な変更点みたいなのって、多分説明をするんだ

と思ってはいるんですけど、おそらくこういうのなんじゃないか

なと。 

0:09:22 思うんですけど、ちょっとどういうんと、 

0:09:27 次の会合の何かあれですかね、次の会合で多分資料落とすとつん

で、 

0:09:35 何かピックアップして説明みたいな間Ｇになるのかなと思ってる

んですけど。 

0:09:44 そうすると、またこういうところを見直しているところを、 

0:09:49 主な変更点みたいな感じで、 

0:09:54 パワーポートとかで説明するんですかね。 

0:10:02 北海道電力李でございます。カクウ条文間の整合とかも今図って

いるところですがそういうのを修正したものを、 
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0:10:13 次の会合で、積んで、資料として提出したいなというふうには考

えておるんですけども、その中でこういう 

0:10:23 他の手順書から、手順方、人数は合わせに行ったというところ

も、説明する、資料に書いてご説明するというのは、 

0:10:36 必要なのかなというのをちょっと今考えましたので、少し 

0:10:40 当会合に向けてどういう説明をするのかっていうところも踏まえ

て検討してみたいと思います。以上です。 

0:11:34 規制庁秋本です。今の海水を用いたＳＧ注水っていうのは、 

0:11:43 これはあれですか有効性評価には使う。 

0:11:48 出ない数字。 

0:11:50 ていう理解でいいですか。 

0:11:53 北海道電力大田でございます。おっしゃる通り、ＳＧの注水、川

端総理ポンプ車を用いた月次の注水については有効性評価の作業

集団には登場しない手順になります。 

0:12:23 規制庁アキモトです先ほど手順の整備する手順の手順書を主なも

のを挙げて頭ですくくりますっていう話だ。 

0:12:33 たんですけどそれはあれですか 

0:12:36 ＢＷＲとかとも一緒っていう感じでいいんですか。 

0:12:42 北海道電力太田です。 

0:12:45 この形状の等につきましては女川さんも同じでしてちょっと表の

構成は異なるんですけども、比較表を見ていただければ、ちょっ

とすいません。 

0:12:56 少々お待ちください。 

0:13:05 時は、 

0:13:09 比較表の 80、 

0:13:11 北海道電力です比較表の 83 ページお願いします。 

0:13:18 女川欄見ていただきたいんですけども真ん中のところですね、一

番上のところに非常時操作手順書と書いてございますけども、そ

のあとに括弧兆候ベースと、そのあとに具体的な手順証明書を書

いてますけども、 

0:13:31 減圧冷却等と書いてございます。これも翁長さんも一緒にして複

数の手順が重複してまして代表的な手順を書いて等々をまとめて

いるという状況でしてこの整理は女川さんと大江泊は一緒でござ

います。 

0:13:43 以上です。 
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0:13:49 規制庁アキモトでそれではこちら側からその他何かありますでし

ょうか。 

0:13:55 確認。よろしいですか。片桐さん、お願いします。 

0:13:59 規制庁から 1セト。 

0:14:01 ちょっとコマ細かくて恐縮と、多分、有効性から持ってきてる資

料なので、担当の方になるのかなと思うんですけど、1点、資料 1

－1の、 

0:14:13 1.3－217 ページをお願いします。 

0:14:26 これ多分ＩＳ6の資料を持ってきてて、多分有効性側の資料だと思

うんですけど、 

0:14:32 真ん中より上からちょっと、 

0:14:35 真ん中よりちょっと運動コウノＤＡＢの拡散係数のところで、 

0:14:40 組織の中で 101325 っていうのが出てきてて、これ大気圧だと思う

んですけど、 

0:14:47 その下のＰの大気圧が 1.01 ってなってて、 

0:14:53 これ入れるんだったら、01325 まで入れた方がいいのかなとちょっ

と思ったんでちょっとそれ有効数字どうしてるのか。 

0:15:02 ちょっとそこを確認していただけないでしょうか。 

0:15:08 北海道電力太田です。先ほどご指摘いただいた事項につきまして

は有効性評価側の添付資料これ流用した資料でございますので、

有効性評価側の担当と調整しまして記載ぶり県として別途回答さ

せていただきたいと思います。以上です。 

0:15:24 規制庁カタギリさん次のページのもにはあるのでちょっと合わせ

て確認をお願いしたいと思います。私から以上です。 

0:16:23 規制庁秋本です今、ちらちら比較表を見てたんですけど 1.3 の 119

ページで、 

0:16:30 黄色くなってるところを確認なんすけど 

0:16:34 電磁弁。 

0:16:37 後、黄色くなってるのこれはあれですか、何か図の、 

0:16:41 種類を変えたとかそういうことですか。北海道電力、太田でござ

います 119 ページの第 1.3．10 ですよね。これ電磁弁もともと何

て言うかね、 

0:16:55 この白抜きの部分だけがございまして黒抜きの排気ラインが、表

示してなかったということで差三方弁化したというか、排気ライ

ンをつい追記したと。これ 
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0:17:04 羽生須川でコメントいただいたものの水平展開を行ったものでご

ざいます。 

0:17:09 以上です。 

0:17:29 規制庁秋本ですそれでは、よろしければ 1.3 は以上で、続いてど

うします 46 条にしますか。はい、お願いします。 

0:17:44 続きまして 46 条北海道電力タグチです。 

0:17:48 46 条ですけれども本日お持ちしている資料は、まとめ資料の本体

側です。補足資料について今プラスは普通ですので、 

0:17:58 列記次第また改めてご提出いたします。 

0:18:03 46 条の修正なんですけど先ほど技能の方からお話がありました通

り、余熱除去ポンプ入口弁のところのボンベ操作するものをＳＡ

設備化したと。 

0:18:14 いうものの反映がメインですそれ以外適正化している箇所は適正

化を一層にまとめております。 

0:18:21 そのボンベのところの反映箇所ですけれども、資料の 1－4比較表

の方で、 

0:18:28 46－17 ページに、 

0:18:32 当該部分があります。 

0:18:34 従来ここの部分は資機材扱いですね余熱除去ポンプ入口弁をただ

閉めるというような記載でしたけれども、他の窒素ボンベを使っ

て操作する遠隔操作するものと同じような、 

0:18:47 設計方針として記載をしております。 

0:18:55 ここの部分なんですけれども 46 条がもともと女川と同じような作

りで、 

0:19:02 最終的な許可補正に行くときに、 

0:19:05 圧縮空気設備に該当するボンベ類については書き分けて、まとめ

資料の後ろの方に、別の章で記載している内容としていました。 

0:19:16 今回、この空気ボンベについても同じような圧縮空気設備として

扱いますので、次、 

0:19:23 46－18 ページ。 

0:19:26 2、下の方で黄色くハッチング入れてますけれども、 

0:19:32 6．10.1 という別庄野。 

0:19:35 項目のところで、 

0:19:37 本日については記載すると。 

0:19:39 いう。 
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0:19:40 整理をしております。 

0:19:42 そこの部分が、 

0:19:46 46－68 ページ。 

0:19:50 から、ボンベに関する記載を、 

0:19:52 している章になります。もともとここの部分には加圧器逃がし弁

の操作用のボンベがありましたので、 

0:19:59 従来の記載に今回新たにＳＡ設備に追加した。 

0:20:04 余熱除去ポンプ入口弁の操作用の空気ボンベ、こちらを追加する

形で、追記をして、 

0:20:13 おります。 

0:20:17 入れ替えているところは 46－70 ページ。 

0:20:22 ですけど、 

0:20:23 泊 3 号欄とそういうようなところ黄色い枠で大きく囲っておりま

す。ここの部分についてはもともと記載がなかったんですけれど

も、 

0:20:34 この記載っていうのは先ほどの減圧、5.5 の原子炉冷却系の方か

ら、同じような、 

0:20:41 設計方針でいきますというものを持ってきております。で、 

0:20:46 こちらの方で先ほどの空気ボンベを追加して分だけ黄色の部分を

書き出して行ったんですけれどもそれをそのまま持ってきました

と。 

0:20:53 いう形で今回整理をしております。 

0:20:59 ここから後については 

0:21:02 72 ページ以降、 

0:21:04 多様性以降の 43 条適合性に関わる部分については、 

0:21:08 ボンベ、空気ボンベを足した部分について黄色の発注入ってる部

分ですべての箇所に、それぞれの設計方針を追加しているとい

う、 

0:21:17 変更しております。 

0:21:24 ちょっと 46 条と離れるんですけれどもこの後、本日 52 条と 53 条

についても、もともと窒素ボンベについては、それぞれ 

0:21:34 基準要求の 52 条 53 条の適合方針として、一連で書き連ねていた

んですけれどもそこの部分をこれと同じように、圧縮空気設備に

書くべきボンベだけを別に 
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0:21:46 分けたもので本日お持ちしております。そちらの方はまたその時

に触れたいと思います。説明は以上です。 

0:22:04 規制庁秋元です。それでは確認に入りたいと思います。 

0:22:09 規制庁側から何かありますでしょうか。 

0:22:21 規制庁の平本です。 

0:22:23 今ご説明があった 46－70 ページですけども、 

0:22:28 そういう理由欄のところの 7の、 

0:22:32 記載が何か途中で尻切れトンボになってるような感じですが、こ

れは、 

0:22:42 北海道電力田口です。申し訳ありません。そういう理由欄が、文

章途中で終わっておりますのできちんと記載して、 

0:22:49 再度提出したいと思います。 

0:22:56 江藤ヒラモトです。僕からは以上です。 

0:24:34 規制庁のアキモトですそれでは、よろしければ、続いて、 

0:24:39 と資料 2の方でいいですかね。 

0:24:42 1.5 でよろしいでしょうか。はい。説明をお願いします。 

0:24:47 はい。次技術的能力 1.5 オダから説明させていただきます。 

0:25:02 北海道電力の大田でございます。技術的能力 1.5 についてです

が、コメント回答が 2件ございますので、資料 2－7のコメント回

答リストを用いて回答させていただきます。 

0:25:15 それでは資料 2－7のコメント回答リストお願いします。 

0:25:22 まずはＡＩＤ23041405 でございます。 

0:25:28 コメント内容ですが、対応しアンリュウをする設備が既設なの

か、新設なのかを添付資料で整理してございますけども、泊の常

設代替交流電源設備、 

0:25:41 既設と新設の両者を記載していること。 

0:25:46 の考え方について他社の審査状況を踏まえて確認して説明するこ

とと、コメントをいただいております。 

0:25:54 回答でございますけども、泊の常設代替交流電源設備は、複数の

設備を総称した設備名称でございまして、それら個々の設備につ

きましては、 

0:26:06 既設の設備と新設の設備が混在してございますので、既設と新設

がいずれも記載されるされることになります。 
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0:26:17 このように、既設と新設の設備が混在する場合に、既設施設と分

類する記載方針は大飯 34 号炉、なお、女川 2号炉も同様でござい

ます。 

0:26:29 泊の常設代替交流電源設備を構成する設備の、 

0:26:34 既設と新設の条件につきましては回答欄の下段に記載している通

りでございます。 

0:26:41 まずコメント 1件目は以上でして続きまして次のコメント回答で

すけども、 

0:26:46 ＩＤ2304 

0:26:49 1406 でございます。 

0:26:52 コメント内容ですが、 

0:26:54 現場操作の成立性を整理した添付集において、そうそう場所の操

作エリアのエレベーションの記載している箇所について、 

0:27:04 エレベーションの表記はＫＢ4.35 メーターと 

0:27:08 小数点第 2位まで記載していることに対して、これ以外の操作場

所のエレベーションの表記については、小数点第一位まで表記し

てございますが、 

0:27:19 このエレベーションだけ小数点第 2となっている。結城。 

0:27:23 マレー規制してるということについて適切か確認し説明すること

と、コメントをいただいております。 

0:27:30 回答でございますけども、当該操作場所はＴＰ2.3 メーターのフロ

ーの上部に位置しておりまして、当該フロアのエレベーションを

現地の屋内平面図から転記して、 

0:27:43 ＡＫＢ4.35 メーターと表記しておりました。 

0:27:47 一方で技術的能力 1.0 のまとめ資料で整理している。 

0:27:51 行う設例ルートの図面においては、 

0:27:55 ＴＰ34.35 メーターと同じベーションをＫＢ2.3 メーター中間床と

表記しておりまして、主要管でエレベーションの表記に不整合が

ございましたので、 

0:28:09 Ａ系Ｂ4.35 メーターの表記については、ＴＰ2.3 メーター括弧中

間以下と、改めることとしまして、屋内アクセスルートの図文図

面と記載を統一してございます。 

0:28:23 なお、エレベーションの表示桁数につきましては、詳細な機器配

置を示している資料については少数で第 2まで、記載している資
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料もございまして、説明内容によって表示警察をより詳細に示し

ている表記について、 

0:28:38 より詳細に表記しているという点につきましては先行プラントに

おいても同様な規制例がございます。 

0:28:45 技術的能力 1.5 のコメント回答及び説明は以上でございます。 

0:29:02 規制庁アキモトですそれでは確認に入りたいと思います。 

0:29:08 今の該当の 2番目のやつは、理解はしました。それで、あれです

ねこれは、 

0:29:19 57 条、57 条じゃないか、何でしたっけ。 

0:29:25 手順の 1．幾つでしたっけ。 

0:29:30 電源だから、一応、一応ですね。 

0:29:33 14 を見ると、この既設新設はわかるようにはなっているっていう

理解でいいですか。 

0:29:42 北海道電力大田ですおっしゃる通りでございまして技術的な 1点

重要な添付資料 1．14． 

0:29:50 1 だったと記憶してますけども同じようにこの常設代替交流電源設

備の内訳が整理してまして、それでここ個々の機器に対して既設

新設、 

0:30:00 は整理されてますのでそちらで確認可能でございます。以上で

す。 

0:30:40 規制庁アキモトですそうだ。ここでちょっと聞くのが、あんま適

切じゃないと思うんですけど前回有効性評価のところで、格納容

器関係で、 

0:30:52 鳥栖トータルの人数が 35 から 36 になったっていう話が、 

0:30:58 ちょっとよくせん実績に戻ってか、見てみたらあれも 35 だったか

ら、 

0:31:06 あれ何で 36 になったんだっけなっていうのがちょっとよくわかん

なかったんですけど、何かあれですかこの、 

0:31:11 5 月で皆をされて、何か 1名出したとかそういう感じだったんでし

ょうか。 

0:31:18 北海道電力古谷でございます。衛藤審査会合のときにはすでにそ

の体制はきちんとご説明しておりまして、 

0:31:29 今の段階で 1.0 の体制そして変更することはありません。 

0:31:35 多分 
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0:31:36 有効性評価の担当者にも確認しますけれども、消火責任者ってい

う常駐のですね、消火のために、責任者を 1名、 

0:31:48 1.0 で追加しまして、審査会合ではご説明してるんですけれども、

1、要員を有効性評価としてカウントしていなかったんだと思いま

す。ちょっと確認をして、 

0:32:03 ご回答しますけれども、はい、体制としては変更はございませ

ん。 

0:32:09 規制庁秋本ですわかりました。説明は大丈夫です。今ので大丈

夫、理解しました。 

0:32:31 規制庁秋本です。 

0:32:33 適正カー。 

0:32:35 過剰リストの 

0:32:37 5 ページとか、 

0:32:39 なんですけど、ちょっと見方だけなんですけど、これ、 

0:32:43 バーで線を引いてるのは、 

0:32:47 どう、何かあれですか、新旧でもなくて、 

0:32:51 抜本的に見直したよみたいな感じなんですか。 

0:32:57 北海道電力太田でございます。ここのもともとこれは審査会合の

ときのまとめ資料で提示した修正内容んなりますけども、ちょっ

と記載の横並びはちょっと条文間でばらつきがあったということ

で記載を適正化しましたと。 

0:33:11 いう内容でございますけども、 

0:33:14 19 の一番上に、先ほど説明させていただきました要員数の見直し

で作業時間、1ハヤシ作業時間を短縮しましたっていうのがこのナ

ンバー56、6612 例。 

0:33:25 整理してまして、そこでさらに見直しを行ったんで、こちらの適

正化内容は取り消させていただきますという内容になります。以

上です。すいません。久世。 

0:34:09 規制庁秋本です。23 ページＧの、ごめんなさい資料 2－9ですね、

23 ページの、 

0:34:18 90 番は、 

0:34:21 他の審査項目の資料と記載の横並び。 

0:34:27 原水槽の耐震性を、 

0:34:30 からＣクラスへ修正っていうのは、 

0:34:33 これはあれでしたっけ 43 条とかで説明してる内容でも自主、 
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0:34:40 43 条、何ていうんでしょう。 

0:34:43 今は、これが本当記載の適正化なのか。 

0:34:47 いや中身がある話なのかを、 

0:34:49 見てただけなんですけど。 

0:34:52 90 番は、 

0:34:54 そういう意味では単なる記載の、 

0:34:57 整合みたいな感じですか。 

0:35:01 北海道電力太田でございます。これおっしゃる通り記載の適正化

でございましてこれは 43 条に自主対策設備ですので 43 条には整

理されない項目になりますけども、 

0:35:11 もともとシークスとバーが条文化で、ばらつきがあったと言う事

で確認したＣクラスというのが適切でしたので馬場をすべてＣク

ラスに直しまして、記載の統一を図ったと。 

0:35:25 いう修正内容でございます。以上です。 

0:35:54 規制庁アキモトです。それでは続いて 48 条の説明をお願いしま

す。 

0:36:00 はい。北海道電力のイチタニです。当資料比較表でいきますと資

料 2－5ですけれどもコメント回答がございますので、 

0:36:11 コメント回答資料 2－8、コメント回答からご説明いたします。 

0:36:19 最初はグレーアウトで回答済みのものＮｏ．6番です。 

0:36:25 建屋の話です原子炉建屋周辺機器等を、の整理いです。 

0:36:32 回答概要ですけれども、原子炉建屋は、原子炉格納施設と周辺補

機棟と、燃料取扱棟で構成されますので、 

0:36:43 特にその周辺補機棟と原子炉格納容器内、それぞれ別の場所にあ

るとかいうようなときには特に周辺を木藤にしなければいけませ

ん。 

0:36:54 いうことで比較表でいきますと、16 ページ。 

0:37:00 18 ページあたりの記載を周辺を鬼頭に直してます。なお今、記載

の、 

0:37:07 統一活動をしていく中で、基本的には原子炉建屋って書いてるも

のは、軒並み周辺沖と、 

0:37:15 今直していっているでいいですね、います。 

0:37:20 はい。ナンバー7です。 

0:37:24 こちらは補足説明資料の 

0:37:28 方のコメントになります。 
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0:37:31 当資料平仄説明資料は 2－6をご覧ください。 

0:37:36 ページ 2－6の 18 ページ目です。 

0:37:43 まず 2－16 ページですけれども、比較表でいきますとですね。 

0:37:49 ファンの圧損は、 

0:37:51 ご質問、 

0:37:53 あ、あごめんなさいちょっとマスキングなので簡潔にお話しま

す。 

0:38:00 まずご質問、系統の破損について、中、今のページでいくと 15 ペ

ージ目、48－15 ページ目で、 

0:38:08 ダクト、括弧含むファンがあって、系統圧損は以下のように求め

られるというふうに書いてあるんだけれども、ファンの圧損はど

のように考慮していますかと。 

0:38:21 いうご質問をいただいておりました。回答概要ですけれども、 

0:38:25 ファンの圧損ですけれども、 

0:38:30 ダクトの圧力損失の計算式が 48－11－18 ページ目にございます。 

0:38:38 この式の中身については触れませんけれども、この手技と同一の

計算式を使って、ファンの発想も求めていると。 

0:38:50 いうことを、になりますので、それがわかるような表記をいたし

ましたと。 

0:38:58 いうご回答でそれを反映したのが 48－11－18 ページ目、（イ）の

箇所ではございますけれどもそこに反映してございます。 

0:39:09 コメント回答は、以上になります。 

0:39:14 で、あとは、記載の適正化リストが、資料 2－10 

0:39:23 原子炉建屋周辺補機棟みたいな話がＮｏ．4ですけれども、 

0:39:28 あとは、あんまり大きなところがないかな、1件だけちょっとご説

明しようとすると、 

0:39:35 5 分の 4ページの、 

0:39:38 27 番。 

0:39:42 可搬型大型容量等のところで可搬型大型送水ポンプ車の保有数の

話がありますけれども、 

0:39:51 この目的で 1セット 1台使用するとかって書いた後に、いきなり 2

セット 4台、 

0:39:58 今まで書かれてた部分がちょっとわかりにくいねというのを別の

条文で 
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0:40:05 コメントいただいた部分がありました。それの展開として、今、

その注水設備及び除熱設備、 

0:40:12 合わせてですね、として、1セット 2台、1セットが 2台ですだか

ら 2セット 4台ですっていうふうが読めるように、 

0:40:20 今、統一するように、 

0:40:24 展開を進めていっています。 

0:40:27 48 条に関してご説明は以上です。 

0:40:33 規制庁秋本ですそれでは規制庁側から何か確認ありますでしょう

か。 

0:40:45 規制庁の平本です。 

0:40:47 衛藤資料 2－6でもいいですかね。 

0:40:50 補足説明資料の比較表ですけども、 

0:40:55 48－11－36 ページなんですが、 

0:41:04 ここに図が載っていますけれども、 

0:41:11 大井の図に比べて、 

0:41:13 泊の例えばＢ断面とかね。 

0:41:17 ちょっと大分シンプルになっていて、 

0:41:20 これ見ても、どういう 

0:41:23 構造になってるのかなっていうのが、 

0:41:27 わかりにくいなと。 

0:41:35 これ、そうか。隣は伊方 3号の方ですね。はい。以下、ダクト開

放機構は多いんではなくて、いい方にありますので、伊方の 

0:41:46 今横に、 

0:41:48 貼りつけておりますけれども、 

0:41:50 もう少し見てわかるような図にならないのかなと。 

0:41:55 はい。 

0:41:56 すこＣ。 

0:41:59 見てわかるようなっていうことですね。承知いたしました。 

0:42:04 機能としては、その一番、部詳細っていう部分は、似たような感

じ。 

0:42:11 にはなってますけれども、その上の全体としての機構、 

0:42:16 はいはいはいはい。 

0:42:19 そうですね。 

0:42:21 ちょっと適切な絵が、 

0:42:23 用意できるか、確認をさせてください。 
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0:42:31 で、 

0:42:33 伊方のＢＢ断面みたいな示し方ができればより良いかと思います

ので、確認いたします。 

0:42:42 はい。 

0:42:46 規制庁ヒラモトですお願いします。ＢＢ断面もそうだけども、 

0:42:49 その隣の 

0:42:53 左側の図のＡのところね。 

0:42:58 点々で囲ってって書いてますけど、これも何のこと、この分詳細

だからそうなんでしょうけども、 

0:43:05 はい、すいません。 

0:43:09 そうです。 

0:43:12 規制庁秋本ですその他、いかがでしょうか。 

0:43:15 よろしければ、続いて 

0:43:18 言えば、 

0:43:19 1.9 でいいですか。はい。お願いします。 

0:43:31 北海道電力夏井でございます。技術的能力 1.8 ですが、資料 3－

3、資料 3－5を用いましてヒアリングコメントの回答をさせてい

ただきます。 

0:43:43 コメント回答の前になりますが、2点資料に不備がございましたの

でご説明させていただきます。まず資料 3－1、169 ページお願い

いたします。 

0:44:04 こちら図で連通管の場所を、と連通管の写真を掲載してございま

すが、写真が見きれてございまして、こちらについては次回修正

させていただきます。 

0:44:18 続きまして資料 3－3、お願いいたします。 

0:44:22 3－3 の 187 ページになります。 

0:44:34 へえ。 

0:44:37 イランの、下段の黒枠になります。 

0:44:40 今回友利側の記載については、51 条の補足説明資料の内容を反映

して、条文間の整合を図ってございますけども、反映前に比較対

象としていた先代の記載がそのまま残っておりましたので、 

0:44:55 こちら次回削除させていただきます。 

0:44:57 こちらの添付資料ですが、技術的能力 1.41．61.7 でも同様に 51

条の内容を反映してございまして、そちらも同様に川内の記載が
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残ってございますので合わせて修正させていただきます。大変申

し訳ございませんでした。 

0:45:14 それでは資料 3－5のヒアリングコメント回答リスト、裏面、ナン

バー6をお願いいたします。 

0:45:29 前回のヒアリングにおきまして作成状況整理表のうち、女川の添

付資料 1.8．4 を泊で不要とした理由について記載を検討し説明す

るようコメントをいただいてございます。 

0:45:43 こちらにつきましては、女川の当該添付資料は作成不要と整理し

てございましたけども、泊の添付資料 1.8．4 及び 1.8．6 は、 

0:45:54 原子炉格納容器下部への注水に関する内容を整理したものであ

り、内容的に女川の添付資料 1.8．4 と同様な資料が含まれている

ため、 

0:46:04 不要当社理由を次の通り整理してございます。 

0:46:09 まず一つ目は炉型の相違により、原子炉格納容器下部への初期水

張り手段が相違するため、泊は大井を比較対象として原子炉格納

容器下部への注水手段に関わる内容。 

0:46:21 添付資料 1.8．4 と 1.8．6 に整理していること。 

0:46:26 二つ目は、原子炉格納液下部への注水手段が格納容器スプレイの

みである。ＰＷＲプラントとは異なり、女川格納容器スプレイと

直接注水の 2手段を有していることから、 

0:46:38 長期水張の優先順位の考え方を含む運用について、当該資料に整

理することとなります。これらの理由について資料 3－3の最終ペ

ージの作成状況整理表をこちらお付けしてございますけども、 

0:46:57 こちらの黄色を網掛けの部分に、今ご説明した内容を反映してご

ざいます。ご説明は以上になります。 

0:47:17 規制庁沖本です。それでは確認に入ります。規制庁側から何かあ

りますでしょうか。 

0:49:44 規制庁秋本です記載、適正かつ資料の 3－7の、 

0:49:50 24 ページ。 

0:49:52 ビフォー、 

0:49:54 これは 121 番ですね。 

0:49:59 事象発生約 40 分から 35 分に修正したっていうのは、 

0:50:06 これは何なんて一緒っけ。 

0:50:09 北海道電力夏井でございます。こちらですね少々お待ちくださ

い。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:50:29 資料 3－1の、 

0:50:33 223 ページをお願いいたします。 

0:50:48 永戸さん。 

0:51:05 北海道電力夏井でございます。 

0:51:07 223 ページに、全交流動力電源喪失を創生想定した場合における、

格納容器下部への注水までの対応操作の概要ということで、 

0:51:17 有効性評価過圧破損のタイムチャート、こちらを用いてす。 

0:51:24 大体間隙スプレイポンプ起動可能時間を示してございます。こち

ら、前までは有効性評価のタイムチャートを、代替格納容器スプ

レイポンプが起動と可能となる時間が事象発生 40 分のところにな

っていたのですが、 

0:51:39 タイムチャートの見直しにより 35 分後、には、起動可能となりま

したのでこの修正を実施してございます。具体的に変わったとこ

ろでございますけども、 

0:51:51 タイムチャートの 

0:51:53 左欄、代替格納容器スプレイポンプ起動操作という項目が、 

0:52:01 上から、 

0:52:03 七つ目のセルにございます。 

0:52:06 で、こちら右側に行きますと、三つのセルに行に分かれていまし

て一番上の行が、 

0:52:15 代替格納容器スプレイポンプ起動準備ということで中央操作で、5

分の計上があります。ここ、今、事象発生 30 分から 35 分にこの 5

分が入っておりましたが、タイムチャートの見直し、 

0:52:32 今入ってございますけども、前回修正前は、35 分から 40 分のとこ

ろにこの 5分がありました。で、この操作が完了しなければ、代

替格納機スプレイポンプの起動はできませんので、今までは 40 分

としてございましたけども、 

0:52:49 タイムチャートの見直しによりこれが 5分が前倒しになって、事

象発生 35 分にはすべての起動準備が整うということで、今回自主

時間を 40 分から 35 分に修正してございます。 

0:53:06 規制庁秋本です変わったところ、理解しました。で、これ理由は

何だったんですか。これは単純に、 

0:53:15 タイムチャートの見直しっていうか何かあれなんすか。 

0:53:18 北海道電力夏井でございます。 
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0:53:20 こちらのタイムチャート比一番左の欄の電源確保作業というの

が、上から四つめのセルに、 

0:53:31 ございます。 

0:53:33 で、これ、右側に行ってもらいまして三つの行に分かれておりま

すが、この一番上の行で代替非常用発電機からの給電準備起動操

作起動確認。 

0:53:45 こちらこの 10、 

0:53:48 分という、操作の時間が新たに追加されてございまして、 

0:53:54 はい。 

0:53:55 で、これが今までお示ししてなかったのを追加してこの代替格納

スプレイポンプの起動準備等を、 

0:54:05 この操作のスケジュールを 

0:54:07 見直したことによって時間がずれたということになります。 

0:54:45 規制庁秋本です電源加工作業の 15 分は給電準備起動操作で、 

0:54:54 後の 10 分もあれですか。 

0:54:57 起動確認ということですか。 

0:55:15 少々お待ちください。 

0:55:37 北海道電力夏井でございます。こちらの 10 分については、ちょっ

と確認させていただいて、ヒアリング中に確認ができればその時

間内に回答したいと思います以上です。 

0:55:52 規制庁秋本ですわかりました。電源加工作業に伴って、 

0:55:58 この起動操作がずれましたっていうのは、 

0:56:03 何かあれですね、それは何となく記載の適正化。 

0:56:08 の範囲なのかがちょっと。 

0:56:11 微妙な感じがするので、 

0:56:15 これもう、 

0:56:17 何かあれなんですかね、電源加工作業の見直しっていうことなん

ですよね。 

0:56:24 うん。いや、 

0:56:27 回答をちょっと待ちたいと思いますと、その他 1.8 何かあります

でしょうか。 

0:56:40 規制庁アキモトでそれではじゃあ 51 条の説明をお願いします。 

0:56:45 はい。北海道電力のイチタニです。では 51 条ですけれども、こち

らはヒアリングコメント回答リスト、資料 3－6。 
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0:56:56 そして、比較表の方ですね、資料を 3－4でご説明したいと思いま

す。 

0:57:05 まず資料 3－6のコメント回答リスト、ナンバー1、一番上ですけ

れども、多重の弁により分離するという部分について、類似した

ご質問をナンバー6でいただいてますのでそちらでご回答いたしま

す。 

0:57:22 3 分の 3ページに行っていただきまして、ナンバー6です。 

0:57:27 放射性物質を含む系統と含まない系統の悪影響防止、泊は多重の

弁であるというところに対して先行の記載例を確認してそれを踏

まえた記載を検討することと。 

0:57:42 うん。 

0:57:43 確認をいただいておりました。 

0:57:45 回答概要ですけれども、47 条で先行してこういう見直しをしてい

たんですけれどもそれと同じで、コメントのきっかけはこちらで

した。 

0:57:55 なので直列に 2個設置して、通常時に確実に隔離するという先行

のＢＷＲさんで使っていた表現とを合わせましたと。 

0:58:08 いう部分比較表でいきますと、15 ページ目になります。 

0:58:14 はい。そしてナンバー7ですね。 

0:58:21 連通管、小扉、試験検査について小扉は開閉確認が可能という表

現してましたけれども、連通管にはふたがありますと。 

0:58:32 いうことでその連通管ブタンについて開発確認のを記載するの必

要性をという確認がございました。 

0:58:41 電通、 

0:58:42 回答概要ですけれども連通管豚の小扉と同様に開閉確認ができる

旨を記載するため、小扉に限定しない表現で、 

0:58:53 51－23 ページ比較表の表現読み上げますと、 

0:59:00 連通管及び小扉は閉塞していないことが確認できる設計とする。

また、開閉が確認できる設計とするという形に見直したいと思い

ます。 

0:59:12 はい。等を、 

0:59:15 あと、資料の 3－8に記載の適正化ＲＩＳ等ございますけれども、 

0:59:21 他との統一、似たような話、 

0:59:25 ばかりですので、特にこっち適正化列車の方は御説明すべき項目

はないと思っております。ご説明以上です。 
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1:00:02 規制庁秋本ですそれ、何か確認がありますでしょうか。 

1:00:08 よろしいですか。じゃあ次行きましょう。 

1:00:11 次の説明お願いします。 

1:00:19 北海道電力小松です。技術的能力、1.9 についてご説明させていた

だきます。 

1:00:27 前回 4月 14 日に実施いたしましたヒアリングにおけるコメント回

答を中心にご説明させていただきます。それではまず資料 4－5の

ヒアリングコメント回答リスト。 

1:00:40 をお願いいたします。 

1:00:48 衛藤。 

1:00:50 裏面の№4についてご説明いたします。可搬型代替交流電源設備を

既設と新設と記載した考え方について他社の審査状況を確認した

上で説明することとのコメントをいただいております。 

1:01:04 先ほど、技能 1.5 の御説明において大田からの説明がありました

が、こちら、可搬型代替交流電源設備についてはどうなのかとい

うところでコメントを受けておりました。 

1:01:18 ご説明いたしますが、可搬型代替交流電源設備については、女川 2

号炉と同様で、複数の設備を総称した設備名称としております。

これらの設備に既設と新設が、 

1:01:32 混在するということで、 

1:01:36 既設新設というふうに示しておりました。こちらについての記載

方針については大飯及び女川に女川 2号炉と同様の整理としてお

ります。帰省つ新設の涌井については、先ほど説明ありました

が、 

1:01:53 記載の通りとなっておりましてこちらの選任については、1技能の

1.14 の添付資料にて整理している内容となってございます。 

1:02:05 コメント回答リストのご説明は以上となります。 

1:02:10 続きまして資料 4－7の記載適正化リストについて、前回のヒアリ

ング時に確認することとしていた点についてご説明させていただ

きます。 

1:02:24 8 ページ目の、 

1:02:30 ナンバー41 をお願いいたします。 

1:02:36 4 月 14 日のヒアリングにて比較表の添付資料の方になるんです

が、すみません、比較表の 70 ページ、 

1:02:46 資料すいません、4－3ですね。 
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1:02:50 4－3－70 ページのところなんですが、 

1:02:56 ウェット水素濃度が最も厳しくなるという記載について有効性評

価の記載を確認の上等の要否を検討するようにということで確認

事項としておりました。 

1:03:08 （1）のｂポツの二つ目のパラグラフのところになるんですが、多

い欄を見ていただきますと、格納容器内ウェット水素濃度が最も

厳しくなるということで表現しております。 

1:03:22 泊についても同じ、同様な記載にしておりましたが、有効性評

価、水素燃焼を確認しまして、ウェット水素濃度が最も厳しくな

るという表現については、使っておりませんでしたので、こちら

についてはＷｅｔの記載を削除させていただいております。 

1:03:41 コメントすいません、適正化リストのほうに戻りまして、同じペ

ージの 8ページのナンバー43 をお願いいたします。 

1:03:53 こちら比較表の方は、 

1:03:56 72 ページの方になります。 

1:04:03 衛藤。 

1:04:05 比較表の 72 ページよろしいですかね図 2の原子炉格納容器内の平

均水素濃度の推移ゴシックというところの図がありまして、 

1:04:16 を見ますと事象発生後 60 分のところに矢印が引っ張っておりまし

た。泊については、有効性評価の表を反映しておりましてここの

矢印になかったんですけれども、 

1:04:30 炉心出口温度 350 度到達から 60 分という矢印を追加、合わせまし

て、水素濃度の値を 

1:04:40 概略ですけれども約 6％未満ということで記載を追加してございま

す。 

1:04:48 次に、9ページ目、記載適正化率の 9ページ目をお願いいたしま

す。 

1:05:02 ナンバー49 になります。 

1:05:05 こちらは比較表の 80 ページをあわせてご覧ください。 

1:05:15 ここは格納容器水素イグナイタの温度監視装置の概要というとこ

ろの、1ポツ設置目的の 

1:05:24 ところの二つ目のパラグラフですね。 

1:05:26 格納容器破損モードということで、破損モードの出野有効性評価

という、イトウ同様な記載としておりましたが、 

1:05:37 ゆ破損モードのどの、 
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1:05:41 有効性評価の名称ですかというところで、確認いたしました。

で、格納容器の温度変化が常温から 141 度まで上昇するというこ

とでこちらについては、雰囲気圧力温度による 

1:05:59 静的負荷、格納容器の過温破損のモードということで記載を追記

してございます。 

1:06:08 他、適正化内容については他条文の反映だったり誤記修正、記載

の適正化になりますのでご説明については割愛させていただきま

す。 

1:06:18 技能 1.9 ご説明は以上となります。 

1:06:28 規制庁アキモトです。それでは確認に入ります。記載適正化勝利

須藤の 

1:06:40 5 ページーで、 

1:06:44 21 番なんですけど、 

1:06:47 本市機器名称の見直しってあるんですけど、 

1:06:52 これはあれ、 

1:06:55 温度監視装置に統一したんじゃなかったでしょうけ。 

1:07:00 北海道電力小松でございます。設備名称としては原子炉格納容器

内水素処理装置、／ｄａｙ説明しますが水素処理装置の温度監視

装置ということで、 

1:07:14 記載を統一させていただきます。ただ、えーとですねここは、 

1:07:19 比較表の 37 ページになりますが、そちらをご覧ください。 

1:07:26 ここの表なんですが、当監視計器の一覧ということで、例えばで

すが、ポツの原子炉格納容器内水素処理装置による格納容器内の

水素濃度低減の操作の、 

1:07:42 補助監視機能というところにす温度があります。ここで監視計器

名でしたのでここは数温度監視装置とするのではなく、 

1:07:56 その中身温度ということで記載を 

1:08:01 1.15 の整理内容に合わせてございます。ここも設備名称として、

監視装置でつけてしまってたんですが、ここはやっぱりパラメー

ター名称ということで、 

1:08:14 監視装置を外させていただいて再修正をしたといった内容となっ

てございます。 

1:08:21 以上です。 

1:09:15 ちょっと確認させてください。 
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1:10:17 規制庁アキモトです後は添付資料の 1.9．6 のさっきのとかを破損

入れましたっていうところなんですけど、これは過温が、 

1:10:27 一番厳しかったっていう理解でいいですか。 

1:10:32 北海道電力小松でございます。 

1:10:34 その通りでございまして格納容器内の温度が 141 度まで上昇する

というというシナリオは過温、 

1:10:44 破損ということになってございます。以上です。 

1:10:52 規制庁秋本ですその他確認何かありますでしょうか。 

1:10:56 大丈夫すか。はい、では、じゃあ、52 条ですかね。はい。 

1:11:05 はい。北海道電力のイチタニです。それでは 52 条のご説明に入り

ます。ご説明は、資料 4－6のコメント回答リストと、資料 4－4、 

1:11:17 の比較表をご説明して参ります。 

1:11:21 コメント回答リストの方からですけれども、ナンバー3。 

1:11:27 ちょっと前のをいただいたコメントでしたけれども水損労働計測

ユニットですね、この計測器の計器誤差について補足説明資料と

して提出されるものか確認し説明することと、 

1:11:41 いうことでこの当時まだあの補足説明資料の見直したご提出がで

きておりませんでした。で、5月 10 日に提出した補足説明資料の

方で、 

1:11:51 水素濃度計測入戸の測定精度を記載しておりますと。 

1:11:55 先行ＰＷＲプラントと同じようなユニットを使っておりますの

で、同等の制度となっていますと。 

1:12:03 いうご回答ですが、ごめんなさい。5月 10 日のヒアリングとロ、5

月 31 日一括提出で、資料を提出しているものの、 

1:12:13 そっからの見直しがなかったもんですから、すいません本日の提

出資料の中に入ってないと。 

1:12:19 いうところ申し訳ないです。はい。 

1:12:21 そしてナンバー4です。こちらは本文の方で、 

1:12:26 図面の非架空のことでした。 

1:12:33 比較表の 31 ページ。 

1:12:39 2 ページ辺りをご覧ください。 

1:12:44 もともとこの比較表の多い欄が、何もアノなかったですというか

多いのを、設備がまとめ資料にはこういった系統図がなかったも

んですから空欄でしたと。 
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1:12:58 そうした時に女川と泊で見比べたときにその過不足がないことを

参照を、 

1:13:07 掲載の上、せ、参照したプラントを掲載して、 

1:13:12 説明することということでしたので技術的能力の、同アノ側にあ

る図面を参考掲載という形で、 

1:13:22 大飯のものを掲載しました。 

1:13:25 こちらで見比べますと、直流電源の供給があるとかですね、同等

の情報になっていると判断してございます。 

1:13:36 ナンバー5ですけれども、すみません。 

1:13:41 ポンプ車の、先ほど 48 条でご説明した 1セット 2台、 

1:13:46 注水設備と除熱設備と合わせて 1セット、 

1:13:53 2 台、 

1:13:54 だから 2セット 4台っていう記述に統一していくんですけれど

も、この条文すみませんちょっと準備のタイミングの関係で、ま

だは根拠で提出してした資料に反映できておりませんが、 

1:14:08 同じ記載を 6月末の提出で反映いたします。 

1:14:14 そして、 

1:14:16 コメント回答は以上です。記載の適正化リストを、資料 4－8です

けれども、 

1:14:23 ここうでご説明すべきは、3分の 2ページの№13 番、 

1:14:32 先ほど田口がご説明したのと同じです。 

1:14:37 比較表で、 

1:14:40 いきますと、あれ。 

1:14:45 そうですね。ボンベを、6ポツっていう計測制御用の設備として整

理しますと、 

1:14:53 いうところ。 

1:14:54 比較表でいきますと主に 52－36 ページ以降、 

1:15:00 2、 

1:15:01 それ用の章をつくって整理しました。 

1:15:05 いうところになります。 

1:15:07 ご説明は以上です。 

1:15:12 規制庁脇本です。それでは規制庁側から何か確認ありますでしょ

うか。 

1:16:48 規制庁秋本です。それでは、その確認なければ、続いて、1.10 で

すかね。はい、説明お願いします。 
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1:18:09 北海道電力小松でございます。続きまして技能 1点一井丸のご説

明とさせていただきます。資料 4の比較表と、資料 5－7、コメン

ト回答リスト。 

1:18:25 及び 5の下の記載、適正化率を持ちまして、ヒアリングコメント

の回答を中心にご説明させていただきます。 

1:18:33 それではまず、資料 5－7のヒアリングコメント回答リスト、こち

らの方をお願いいたします。 

1:18:40 ナンバー、 

1:18:42 3 になりますが、 

1:18:44 通す、4月 14 日のヒアリングでのコメント内容ですけれども、可

搬型アニュラス水素濃度計測ユニットによる、 

1:18:55 水素濃度測定の手順着手の判断基準のそういう理由欄をテキサス

適正化するようにコメントをいただいておりました。 

1:19:03 こちらについては資料 5－4比較表のほうの取りまとめた資料 4ペ

ージ目をお願いいたします。 

1:19:14 運用の相違のところのアイアス水素濃度による水素濃度測定の手

順の判断基準、記載してございますが、 

1:19:26 泊はまたはとしておりまして大井の及びとは相違してございま

す。そういう理由欄の二つ目のポツのところなんですが、 

1:19:37 こちらの方に設置、 

1:19:40 仮称が同じで同様の設備である、可搬型格納容器内水素濃度計測

ユニットの手順着手の判断でいうと統一しと、どちらもより早期

に準備を改正する目的で炉心損傷前に、作業着手する方針とした

と。 

1:19:56 いうことを追記してございます。 

1:20:01 次にナンバー、ごめんなさい。 

1:20:07 すいませんナンバー4。 

1:20:08 ですね。 

1:20:09 ちょっと先ほどナンバー3、4と言ってます高さんの間違いでし

た。次にナンバー4をお願いいたします。 

1:20:20 コメント内容が、全交流動力電源が喪失した場合のニュアンス、

空気浄化設備の系統構成について系統構成にダンパの開閉が必要

なのであれば手順、系統構成手順の方に反映することと。 

1:20:34 いうことで検討することということでコメントをいただいており

ました。 
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1:20:39 こちらは、 

1:20:43 藤。 

1:20:45 すいません。 

1:20:46 比較表の 15 ページの方をお願いいたします。 

1:20:51 15 ページの中段のところろうになりますが、 

1:20:58 （1）のポツの中段のところですね、またのところの文章になりま

す。 

1:21:05 こちらの方にａ． 

1:21:09 ダンパーのユニハンドラ装置による遠隔程度操作を選択してた時

にここの、及びダンパにという記載がございませんでしたが、 

1:21:22 先日の審査会合の際に、ブラボーのＢのアニュラス排気ダンパの

系統構成手順については、考えた窒素ガスボンベによる実測によ

る回答をするということで方針を変更してございますので、 

1:21:36 ここを、マニア数空気浄化系の弁及びダンパにということで記載

を変更してございます。 

1:21:45 ダンパの開閉を実施するという、 

1:21:49 記載を検討することということでコメントをいただいておりまし

たが、設計方針によるの変更により、こちらも窒素ガスボンベか

らの供給になりましたということとしてございます。 

1:22:03 次に記載、ごめんなさい。 

1:22:06 ヒアリングコメント回答リストのナンバー5をお願いいたします。 

1:22:12 コメントが、泊で手動によるダンパの閉止措置を行う理由につい

て記載を充実し説明することというコメントをいただいてござい

ました。 

1:22:23 こちらについては、取りまとめた資料の 3ページ目をお願いいた

します。 

1:22:32 設備の沿いのところのナンバー③、になりますが、そこの相違理

由欄の三つ目のポツ、こちらの方に、 

1:22:44 泊の主要採取廃棄な大気隔離ダンパについては、整理オープンの

設計であり、閉一つが必要ですという記載を追記してございま

す。 

1:22:56 また作業環境を考慮しても、アイアス空気浄化設備の運転席開始

までに対応できることが成立性があるという記載を追記してござ

います。 

1:23:09 コメント回答率、 
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1:23:11 須藤の方のご説明については以上となります。 

1:23:16 続きまして資料 5－9の適正化リストのほうのご説明をさせていた

だきます。 

1:23:28 まずナンバー一位になりますが、 

1:23:30 先日 5月 9日の技能 1.16 のヒアリングの際に、 

1:23:38 Ａｎｎｕａｌ排気ダンパの構造の違いについて 59 条の記載と同様

に取り組むと満たせるように反映しそういう点を記載することと

してございました。 

1:23:49 まず、ナンバー1の方については、 

1:23:54 を取りまとめた資料の、 

1:23:58 2 ページ目をお願いいたします。 

1:24:05 まず、大飯発電所欄ですが、アに明日空気浄化設備の弁を作り及

び、 

1:24:13 直流電源及び代替空気の供給で開操作するという設計。 

1:24:18 ということを追記してございます。ｄとマリー3号炉の欄について

は、 

1:24:25 下にある空気浄化設備の弁、これいわゆる全量排気弁のことです

が、こちらは直流電源及び代替空気の供給で該当する方針と、等

ｉｓ排気ダンパについては、 

1:24:36 直流電源を供給せずに代替空気の供給のみで回答できる設計とい

うことで追記してございます。 

1:24:44 続きましてナンバー2の方に、 

1:24:49 行きまして、 

1:24:51 こちらも同じ説明になりますが、今度はそういう理由欄の方に追

記したというところを記載してございます。 

1:25:01 三つ目のポツになりますが、 

1:25:07 同じことをそういう欄、そういう理由欄に記載したと。で、一番

下、下から三行のところなんですが、こちらの方が、59 条と同様

の記載をしたということで、 

1:25:23 記載を統一してございます。そういう硫安の充実を図ったという

ことでございます。 

1:25:32 次に、ナンバー21 をお願いいたします。すいません。6ページ目

ですね。 

1:25:43 ところチラーについても 5月 9日の 1.16 のヒアリングコメントの

反映ということで、 
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1:25:55 比較表の 63 ページの方をお願いいたします。 

1:26:04 資料算出廃棄隔離ダンパの操作に関する被ばく評価において、定

量的な記載が 

1:26:13 定量的な評価が記載可能かどうかということで検討し、説明する

ようコメントをいただいてございます。 

1:26:20 こちらについてはこちらの参考資料の方に、試料採取、廃棄隔離

ダンパの操作のエリアが、炉心損傷後においても補正、 

1:26:33 そう。 

1:26:35 堀。 

1:26:37 いいですね。すいません。 

1:26:41 作業時間も、すみません、するエリアが、炉心損傷後において

も、放射線環境は厳しくなること作業時間も短いことから、要員

の被ばく線量は大きくなることが自明であるとして定性的な、被

災としてございました。 

1:26:58 被ばく表影響が大きくないことを明示的にするために、 

1:27:04 定量的な記載。 

1:27:06 評価値を記載してございます。 

1:27:09 と、 

1:27:10 資料再水室排気ダンパの方については、被ばく線量は 1ｍＳｖ未

満、 

1:27:17 朝排気ダンパの操作については、こちらは 4ｍＳｖ未満ということ

で定量的な評価値を記載してございます。 

1:27:29 他、適正化内容については、他条文の反映であったり記載の適正

化となりますので、ご説明は割愛させていただきます。 

1:27:37 説明は以上です。 

1:27:44 規制庁脇本ですそれでは確認に入ります。 

1:27:48 今の最後のところの被ばくのはなＣなんですけど、 

1:27:55 令和、 

1:27:57 と資料歳出だっと 1ミリ以下で、 

1:28:02 一方で、排気ダンパー 

1:28:06 た手順は鬼頭だから、 

1:28:10 で、被ばく線量は保守的に評価した場合でもこっちだけ保守的っ

て書いてあるんですけど、これは何々が保守的になイメージなん

でしょうか。 

1:28:29 北海道電力小松でございます。 
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1:28:32 保守てキーな評価というところで 

1:28:36 記載してございますのは 

1:28:40 移動時間、だったり作業時間、 

1:28:44 すいません移動時間を含めても 20 分程度と、滞在時間が短いとい

うことで、 

1:28:55 補助建屋を歩行する時間も、こちらの 

1:29:02 合っちゃってない。 

1:29:30 評価方法については移動時間を含めた時間ということで、両方と

も同じなんですが、 

1:29:41 何がすいません、周辺補機等での操作の方が、 

1:30:28 評価としては補助建屋の周辺補機等での操作についても同じよう

な評価の仕方をしてございますので、一方は保守的が記載されて

いるす。 

1:30:41 一方は保守的が記載されてないということで、記載のほう適正化

させていただきたいと思います。 

1:30:49 以上です。 

1:30:57 本店ナベタさん補足ありますでしょうか。 

1:31:02 はい。本店ナベタです。少し補足させていただきますと、今小松

さんの方からも発言ありましたけれども、例えば評価にかかって

る時間なんかについても実際にかかる時間より、 

1:31:15 少し保守的に時間を見込んでいたり、線量率につきましても、厳

密に言うと部屋の中でも線量が違ったりすると思うんですけれど

も、 

1:31:25 今回このいく範囲において、作業を行う、青い線で下に赤い線で

示す範囲で示す中で一番近い、一番高い数字、線量率というのを

求めて、 

1:31:37 あそこ数線量率でずっとその時間いるというような、という意味

で保守性を積んだものとなってございます。 

1:31:44 補足以上となります。 

1:32:00 北海道電力小松でございます。季沙伊井の方統一させていただく

ということでどちらの作業についても保守的であることをし、 

1:32:11 記載したいと考えてございます。以上です。 

1:32:35 規制庁秋本です。それでは、その他、何かありますでしょうか。 

1:32:50 規制庁秋本です規制、規制記者費と適正化仮称リストですけど、9

ページ、4ページの 9番ですね。 
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1:33:02 これ多分名前が決まったっていうことなのかなあと思ったんです

けど、供給パネル出口弁なんかパネルって入れてる何か理由とか

何かあるんですか。 

1:33:28 北海道電力夏井でございます。こちらパネルという記載が入って

るというものでございますけどもこれ弁が設置されているもの

が、窒素供給パネルというものに弁が設置されてございまして、 

1:33:43 その名称を用いているところで、他のボンベ能設備についても同

様に、供給パネルというものに弁を設置してございまして、同様

の弁明書となってございます。 

1:34:11 規制庁秋本ですヒアリングコメント回答リストの 1ページの 3番

の話なんですけど、ちょっと、 

1:34:20 私もちょっと忘れてしまったんで確認は、 

1:34:25 これは結局は、あれでしたっけ。 

1:34:29 多いとは、及びで下がるっていうことと、 

1:34:34 やはり、先行の伊方とか、 

1:34:38 にも比べても、は早いっていう理解でいいんでしたっけ。 

1:34:43 以下た 3号炉さんにつきましても 

1:34:48 北海道電力小松でございます。伊方 3号炉さんにおかれましても 

1:34:54 炉心出口温度 350 度以上及び格納容器内高レンジエリアモニタ

ー、高レンジの主事が、ということで記載してございますので、

炉心損傷前に、 

1:35:05 活動し、改正するのは泊特有となってございます。 

1:35:16 伊方 3号炉よりは早く活動を開始するということでございます。

以上です。 

1:35:40 規制庁アキモトでそれでは、よろしければ 1.10 割で 53 条ですか

ね。はい、説明お願いします。 

1:35:49 はいそれでは 53 条のご説明に入ります。コメント回答資料がござ

いますコメント回答が資料 5－8。 

1:35:57 そして、比較表本文比較表が資料 5－5。 

1:36:02 補足説明資料の比較表が資料 5－6となります。 

1:36:07 ではコメント回答の裏面、2分の 2、ナンバー4からです。 

1:36:13 アニュラスの全量排気弁について、非常用殊直流電源を用いて開

とすることについて、常設、 

1:36:24 代替交流電源による給電を直流に変換していることなどを先行審

査料確認の上必要に応じて記載を適正化することと。 
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1:36:33 またの対応手段とも整合した記載とするよう検討のことという確

認項目をいただいておりました。 

1:36:40 で、まず頭のほう回答概要頭の方ですけれども従来ＰＷＲでは、

常設代替交流電源を充電器を介して直流に変換する場合、 

1:36:52 であっても、常設代替交流電源設備と、 

1:36:56 安間大井の場合は、空冷式非常用発電装置という名前ですけど、 

1:37:00 こういうそちら側だけを書いてる作りでした。一方女川ＢＷＲさ

んの場合は、ここは直流を記載すると。 

1:37:13 上流にある交流は記載しないような書きぶりになっており、おっ

たもので、泊においても以前は直流のみを記載するようなことに

してました。 

1:37:25 ただし交流電源を充電器を介して直流に変換して電磁弁を開ける

閉めるまで開けることができるので、以下のように見直しました

と。 

1:37:38 下線引いてるところでありますと、代替電源設備である常設代替

交流電源設備、 

1:37:46 もしくは可搬型代替交流電源設備から給電可能な所内常設蓄電式

直流電源設備によりと、 

1:37:58 この所内常設蓄電式直流電源設備っていうくくりの中に充電器も

入りますので、 

1:38:06 こういう書き方にしようと。 

1:38:09 をしておりますで、実はですね、これ 5月 10 日のヒアリング時に

おいて、反映しておって、59 条もその時こういう表現にしていた

アノはしておりました。 

1:38:24 ただその、すみません 5月 10 日ヒアリングの時は 59 条と合わせ

ました、っていうぐらいの説明でこのコメント回答資料がなかっ

たもんですから、 

1:38:35 コメント回答資料として出るのが今回となってございます。 

1:38:40 これがナンバー4です。 

1:38:43 ナンバー5。 

1:38:44 可搬型アニュラス水素濃度計測入戸についていたドレンライン、

系統図の話です。今回削除するに至った経緯を踏まえて削除で良

いか確認のことと、 

1:38:56 いうところで、当初はそのアニュラス水素濃度計測ユニットにお

いて発生する凝縮水をドレーン 
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1:39:05 すると。 

1:39:06 そういったことを表記するために、系統図書いてあったんですけ

れども、 

1:39:11 先行ＢＷＲさん、 

1:39:14 ドレンライなかなか書いてるものありません。女川でもですね、

除湿、除湿機とかそういったものを書いてありますので、そいそ

こでは、 

1:39:25 凝縮水なんか発生するであろうと思われますけれども、特にドレ

ンラインとか、操作側でドレン操作とか、 

1:39:32 書いていないという状況ですので、 

1:39:36 泊だけ突出して記載することはしないと。 

1:39:39 したいと思います。なので資料反映箇所はございません。 

1:39:44 №6 番です。これは補足説明資料の資金検査の説明資料に対する、

確認でございました。 

1:39:54 資料を、ごめんなさい、5－6でいきますと、 

1:40:02 今回、そのページ、紙ペーパーはないです試験検査のものなので

今回ないです。 

1:40:09 行為の、 

1:40:11 方では 

1:40:14 今後出す際、再稼働で出すべき公認のを先取りしたような資料を

つけてましたけれども、 

1:40:20 女川ワーでも、例えば 50 条の残留熱除去系熱交換器が試験検査の 

1:40:28 説明資料についていたりするんですけれどもそれは既工認の構造

図を流用しております。 

1:40:35 試験検査を説明するという上では、構造が分かって、マンホール

が開けられるとか、分解ができるとか、そういったものが、わか

ればいいので必ずしも 

1:40:47 先取りする必要はないと考えますので現状のままといたします。 

1:40:52 ナンバー7番、こちらが補足説明資料 53－8、関係です。 

1:40:59 資料 5－6の資料の比較表でいきますと、 

1:41:06 53－8－12 ページに反映しました。 

1:41:10 他、 

1:41:11 マスクなので中身のことは申し上げませんけれども、もともとの

コメントは、その次の 53－8－13 ページに対して、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:41:24 縦横比が大きいため横方向を 5倍に拡大してるっていうんだけれ

どもそもそもその縦横の寸法がわかる情報、 

1:41:34 をっていう、確認がございましたので、モデルを説明している、

図 1の方に、実機泊 3号炉としての時、 

1:41:47 きっとモデルと、それぞれの寸法を 

1:41:53 を記載すると、マスキングにて記載するというふうにいたしまし

た。 

1:42:01 コメント回答は以上です。 

1:42:02 で、 

1:42:03 記載適正化リストをの方ですけれどもこちらも特記すべきは先ほ

どと同じでボンベ。 

1:42:11 ベッショ、後ろの方のベッショに分けた記載を新たに設けました

というところになります。ご説明以上です。 

1:42:25 規制庁秋本ですそれで確認にあります規制庁側から何かあります

でしょうか。 

1:42:32 よろしいですか。はい。 

1:42:34 衛藤。 

1:42:36 一応確認はコメントリストの 4番は、 

1:42:42 一応、そうっすねここはその通りだと思うので、 

1:42:47 あとはあれですね全体通して、女川前に行ったところ時に、大井

とか線コピーの、 

1:42:57 主 

1:42:58 んものが何なんすかね抜け落ちたりしないようにということだけ

いつも言ってる話ではあるんですけど、そこは注意をしていただ

ければと思います。 

1:43:11 後任の話は理解しました。 

1:43:15 で、はい。それであと記載の適正化リストは、 

1:43:24 最後の 4分の 4ページの、 

1:43:29 25 番は、 

1:43:34 最終点、最終仮称は、 

1:43:39 適切だって考えるっていうことなんすけど、これはあれですか。 

1:43:46 同じ者みたいなのは、いるっていう理解でいいんですか、その

と。 

1:43:52 部西条部ではありませんか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:43:56 最終箇所が、別にあれですか先行と一緒ですよとかそういうこと

はいえるんですか。 

1:44:12 北海道電力イチタニです。最終箇所の高さみたいな情報が先行の

まとめ資料には記載されておりませんので、 

1:44:24 そこでの確認はできておりません。 

1:44:28 はい。 

1:44:37 規制庁秋本です単なる補強として、 

1:44:42 そういうことがいえるのかどうかっていう確認だったんではい、

わかりました。 

1:44:46 で、あとは比較表は、 

1:44:52 何て言ったらいい。 

1:44:54 あれですか、例えば 53 の、 

1:44:58 12 ページとかで、相違理由の通り本箇所の記載を削除し記載箇所

を、 

1:45:07 等、 

1:45:09 そっか、6．13 に記載する。 

1:45:14 なんだけど、 

1:45:17 これってあれですか最終的にも構ん。 

1:45:23 ていうことでいいんですか。 

1:46:16 規制庁アキモトですじゃ 53 条、よろしければ、 

1:46:19 続いて、1.16 なんですが、これってあれですか、何で中操って中

やりませんでしたっけ。 

1:46:29 あれ、何でこれだけやってんのかちょっと採取、よくわからなか

ったんですけど。 

1:47:21 北海道電力夏井でございます技術的能力 1.16 でございますけど

も、資料 6－3を用いましてヒアリングコメントの回答をさせてい

ただきます。 

1:47:31 また、資料 6－4の記載適正化箇所リストの通り資料全体の適正化

を実施してございます。 

1:47:38 それでは資料 6－3ヒアリングコメント回答リスト裏面Ｎｏ．6を

お願いいたします。 

1:47:45 前回のヒアリングにおきまして、資料歳出排気隔離ダンパの操作

に関する被ばく評価において定量的な評価が記載可能か検討し説

明するようコメントをいただいてございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:47:56 こちらにつきましては、先ほど技術的能力 1.10 にてご説明した通

り、資料を修正してございますので内容の説明は割愛させていた

だきます。ご説明は以上になります。 

1:48:55 北海道電力夏井でございます。先ほど 1.8 のご説明の際に、ご質

問いただきました。 

1:49:02 代替非常用発電機からの給電準備起動操作起動確認の 10 分、こち

らが何該当する操作なのかという回答でございますけども、Ａ系

の受電準備、飯野中央操作こちらがこの 10 分の中の操作となりま

す。 

1:49:19 以上です。 

1:49:24 規制庁秋本ですそれでそのＡ系の操作っていうのが、 

1:49:30 今までは書いてなかったけど書くことにしたっていうのは、何か

言われたんでしょうか。 

1:49:37 北海道電力夏井でございます。受電操作は技術的能力 1.14 で整理

してございまして、1.14 側では、Ｂ系の受電、Ａ系の受電の順に

タイムチャートを整理してございます。 

1:49:52 ただ有効性評価側には 1.14 のタイムチャートの内容が完全に反映

されておりませんでしたので、今回 1.14 と整合を図ってこの操作

を追加したものでございます。以上です。 

1:50:41 規制庁沖本です。この 3っていうのは、中操での操作っていうこ

とでいいん。どちらも中操っていう理解でいいんですよね。 

1:50:54 北海道電力夏井でございますご認識の通りでございまして、どち

らも中央制御室の操作になります。 

1:51:01 先ほど大井技術的能力 1.1 に合わせたということで、ご説明しま

したけども、ちょっと訂正させていただきます。技術的能力 1.14

側ですが、 

1:51:13 Ａ系の受電をそもそもタイムチャートに反映しなかったというこ

とで、今回Ｂ系の受電んのみだったものにＡ系の受電操作を反映

したと。で、 

1:51:25 有効性評価についても、技術的能力 1.14 の内容を反映して反映し

たということでございます。以上です。 

1:53:27 規制庁秋本ですそれでは、北海道電力の説明は以上でよろしいで

しょうか。 

1:53:35 で、規制庁側からはよろしいですか。はい。はい。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:53:41 では、その他ありませんので、引き続き、ちょっと事実確認させ

ていただいて、何かあれば、また確認したいと思います。 

1:53:53 それでは本日のヒアリングを終了します。お疲れ様でした。 

 


